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2023 年 1 月 23 日 

各 位 

会 社 名  キリンホールディングス株式会社 

代 表 者 名   代表取締役社長 磯崎 功典 

  （コード番号 2503） 

本社所在地  東京都中野区中野四丁目 10 番２号 

問 合 せ先 

 

コーポレートコミュニケー

ション部長 

堀 伸彦 

（03-6837-7015） 

 

（開示事項の経過）Myanmar Brewery Limited の株式譲渡完了に関するお知らせ 

 

当社は、2022 年 6 月 30 日付「（開示事項の経過）Myanmar Brewery Limited の株式譲渡に伴う

子会社の異動に関する基本合意について」にて、キリンホールディングス株式会社（社長 磯崎功

典）は、当社の連結子会社である Myanmar Brewery Limited（以下、MBL）の合弁パートナーであ

る Myanma Economic Holdings Public Company Limited（以下、MEHPCL）と合意の上、当社子会

社である Kirin Holdings Singapore Pte. Ltd. (以下、KHSPL)が保有する MBL の全株式を、MBL

に譲渡すること（MBL による自己株式取得）を決定したことを公表しておりましたが、ミャンマー政府

当局の承認が得られ、法律上必要な諸手続きが完了しました。これに伴い 2023 年１月 23 日に株

式譲渡契約を締結し、同日に本件譲渡が完了したことをお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 株式譲渡に際しての措置 

当社は、既にお知らせしているとおり現地従業員や取引先などへの影響を勘案し、早期の合 

弁解消を図る手段として、「MBL への株式譲渡（MBL による自己株式取得）」が最適な手段である

と判断致しました。株式譲渡に際し、現地従業員の処遇等について最善を期すべく以下措置を講

じることを MBL および MEHPCL と合意しております。 

①職業選択の自由の確保 

②１年間給与等処遇の不利益変更の禁止 

③MBL 従業員に対する 3 か月分給与相当の支給（株式譲渡前に実施済） 

 

２． 譲渡子会社かつ譲渡先である MBL の概要 

（１） 名 称 Myanmar Brewery Limited. 

（２） 所 在 地 ミャンマー ヤンゴン市 

（３） 代表者の役職・氏名 Managing Director: 三橋 英記 

（４） 事 業 内 容 ミャンマーにおけるビールの製造・販売 

（５） 資 本 金 約 143 百万ミャンマー・チャット(MMK) 
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（６） 設 立 年 月 日 1995 年 

（７） 大株主及び持株比率 KHSPL 51％、MEHPCL 49% 

（８） 
上 場 会 社 と 

当 該 会 社 の 関 係 

資 本 関 係 
当社の 51％子会社（100％子会社である

KHSPL の 51％子会社）です。 

人 的 関 係 取締役派遣等の人的関係があります。 

取 引 関 係 
経営指導・管理に係る役務提供を行ってい

ます。 

（９） 当該会社の最近３年間の経営成績 

決 算 期 2019 年 12 月期 2020 年 12 月期 2021 年 12 月期 

売 上 収 益 4,517 億 MMK 4,087 億 MMK 2,828 億 MMK 

事 業 利 益 1,788 億 MMK 1,773 億 MMK 965 億 MMK 

（注）純資産、総資産、1 株当たりの純資産、親会社株主に帰属する当期純利益、1 株当たり当期

純利益は締結終了後に開示いたします。 

（注）「当該会社の最近３年間の経営成績」は、国際会計基準（IFRS）を採用している当社での認識

額を記載しています。 

 

３． 譲渡株数・金額 

KHSPL は保有する MBL 株式の全てを MBL に譲渡いたします。 

譲渡価額は、約 205 億円（注）（3,240 億 MMK）です。 （注）1,000MMK＝約 63 円で計算 

 

（１） 譲渡前の所有株式数 72,797 株（議決権所有割合 51％） 

（２） 譲 渡 株 式 数 72,797 株 

（３） 譲渡後の所有株式数 0 株（議決権所有割合 0％） 

 

４． 日程 

当社取締役会から委任を受

けた取締役による株式譲渡

決定日 

2022 年６月 29 日 

MBL 取締役会決議日 2022 年６月 29 日 

契約締結日 2023 年１月 23 日 

株式譲渡日 2023 年１月 23 日 

 

５． 業績に与える影響 

本株式譲渡が完了したことに伴い、資本の部に計上されているミャンマー事業から生じた在外

営業活動体の換算差額約 190 億円が、子会社株式売却損としてその他の営業費用に振り替

えられる予定です。この金額は現時点での見積額であり、変動する可能性があります。 
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６． その他 

 MEHPCL とのもう一つの合弁事業である Mandalay Brewery Limited についても同様に完了して

いますが、グループに与える影響は軽微です。 

以 上 

 


